
第８期太子町障がい福祉計画・第４期太子町障がい児福祉計画 

策定支援業務委託仕様書 

 
 
１．業務名　　 

第８期太子町障がい福祉計画・第４期太子町障がい児福祉計画策定支援業務 
 
２．期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

 

３．業務の目的 

本業務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第88条第１項並びに、児童福祉法第33条の20第１項に基づき、「第８期太子

町障がい福祉計画・第４期太子町障がい児福祉計画」（令和９年度から令和11
年度 ）の策定することを目的とする。　　 

策定にあたっては、法律や制度並びに国の基本方針等を踏まえるとともに、住

民に対する調査・分析したうえで地域の実情や特性に応じた計画を策定する

ための必要な支援について業務委託を行う。  
 

４．業務内容 

（１） 現状把握と課題の分析 
　　①国の基本方針、府及び町の各種施策等の動向の把握を行う。 
　　②障がい者（児）の現況動向及びサービスの利用状況等について、発注者が提供す 

るデータや資料をもとに整理分析を行う。 
 
（２） アンケート調査にかかる調査・分析等 

①調査票の作成、封入・封緘、宛名ラベルの貼付け作業、発送（発送費を含む）、 
調査票の回収を行う。 
宛名ラベルの作成は委託者が行い、返信用郵便料は委託者が負担する。 

②アンケート回答用のWebフォームの作成を行う。 
③礼状兼督促状はがきの作成、宛名ラベルの貼付け作業、発送（発送費を含む） 
　宛名ラベルの作成は委託者が行う。 
④アンケート結果及び町から提供のあったデータの入力、集計、分析を行うととも 
　に現行計画策定時の結果からの動向分析を行う。 
⑤集計項目及び分析方法は受託者の提案のうえ、町と協議し決定するものとする。 

また、クロス集計を用いながら対象者並びに利用実態を明らかにする。 
「その他」等の自由記載の内容は原文すべて提示すると共に整理したものを報 



すること。 
※調査票一式は、実態調査終了後すべて返却すること。 

⑥調査報告書の作成 
　報告書の作成を行うとともに、町の特徴や課題を明確にし、伝わりやすい内容の 

報告書概要版を作成すること。 
 

アンケート調査の実施概要 

 
（３）サービス利用量の推計及び量の確保策に向けた方針の検討  

①障がい福祉サービス及び児童発達支援等の支給量実績データを整理・分析すると 
　共にその傾向等を踏まえ、見込み量の推計にあたって必要となるデータ作成を行 

う。 
②国の基本方針や大阪府から示された内容を踏まえ具体的な施策の提案及び助言等 

の支援を行う。 
 

（４）計画骨子案・計画素案の作成 
　　①計画の推進に関する事項を盛り込んだ骨子案、数値目標等を記載した計画素案を 

作成し、内容の協議を行う。 
 
（５）パブリックコメントの実施支援 

①計画素案を踏まえ、発注者が実施するパブリックコメントを支援する。受注者は 
資料の作成、意見案への対応案の作成、計画の反映等を行う。 

 
（６）計画書作成業務 

①計画書及び概要版の企画、編集、構成、修正等を行い、見やすいデザイン及び構成

となるよう配慮する。 
 
（７）障害者施策推進協議会議事運営支援  
　　①計画策定にあたり開催する障がい者施策推進協議会の議事運営（概ね４回  

程度開催）にあたり次の業務を行う。  
　　　　ア、各回における議事案の設定支援  

 
調査対象

太子町在住の65歳未満の身体障がい者手帳・療育手帳・精神

障がい者保健福祉手帳所持者

 配 布 数 350件（回収率50.0％見込み）

 調査方法 郵送及びインターネット

 
集計方法

単純集計、障がい種類別クロス集計、その他分析上必要な設問の

クロス集計



　　　　イ、会議資料原稿の作成  
　　　　ウ、協議会への出席  

エ、協議事項に関する助言等の支援及び資料説明  
　　　　オ、議事録の作成  
　　  
５.成果品  
（１）アンケート調査結果報告書  
（２）計画書（表裏表紙４色　本文１色刷）　100部  
　　　概要版（A4判８ページ　４色）　1,000部 
　　　上記電子データ　関連データ一式　CD－R 
 
６．委託料の支払い 

　　業務完了後一括払いとする。 
 
７．その他 

（１）業務により知り得た情報、作成したデータ等を第三者に漏らしたり、業務の目的

以外に使用しないこと。 
（２）納品された成果物及び作成データは、その中で使用したイラスト・写真を含め、

すべての著作権、その他一切の権利は太子町に帰属するものとする。 
（３）納品データは、指示がない限り、Word、Excel、PDFファイルを基本とし、それ 

以外の形式となる場合は太子町の承諾を得ること。 
（４）成果品に不備や誤りが発見された場合は、委託期間終了後であっても、受託者の

責任において無償で訂正を行うこと。 
（５）その他、この仕様書に定めのない疑義が生じた場合には、町と本業務の受託者は

速やかに協議を行い、決定するものとする。


